
地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 中間評価の手順

事業推進委員会
対象大学へ中間評価項目を提示

対象大学において自己評価報告書の作成

・学長からのヒアリング時の確認事項を決定書面報告

中間評価結果（案）のまとめ（合議）

中間評価要項等の決定

事業設計委員会 中間評価の実施方針の決定

中間評価の決定

対象大学への通知
＊中間評価結果を踏まえて次年度以降の計画を見直し、見直し後の計画に基づいて次年度の助成を行う。

・学長からの説明および質疑応答
学長からの現地ヒアリング等

・事業運営に当たって中核となる研究施設の視察等

振興会

「C」又は「D」評価と判断された大学に対して、評価結果
(案)を事前に開示。

＊事業計画や資金計画の見直し案を事業推進委員会に提出し、当該大学の補助
事業の大幅な縮小または中止の必要性について改めて審議・必要に応じて評価を行う。

中間評価結果（案）の決定

R8年
８月中旬～
９月上旬

９月下旬～
11月中旬

12月中下旬

R8年6月～7月

R9年
1月

２月中旬

９月中旬

R7年10月

R7年２月

事業推進委員会委員により観点別評価を実施11月下旬～
12月上旬
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